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令和４年８月 12 日 

福岡市教育委員会  

職員の処分について 

本日、次のとおり懲戒処分等を行いましたので公表いたします。 

１ 盗撮について 

(1) 職   員  早良区 市立小学校 教頭 （50代） 

(2) 処分の内容  懲戒免職 

(3) 処 分 事 由

当該職員は、令和４年５月22日（日）午後１時頃、福岡市博多区の商業施設にお

いて、女性の横からスカート内を、スマートフォンの動画機能により盗撮した。こ

れにより、福岡県迷惑行為防止条例違反（卑わいな行為等の禁止）の容疑で、７月

４日（月）に書類送検された。 

(4) 管理監督者への措置

部下職員に対する指導監督が不十分であったとして、所属校の校長に対し「文書

訓戒」を行った。 

２ 盗撮について 

(1) 職   員  市立特別支援学校 講師 （20代） 

(2) 処分の内容  懲戒免職 

(3) 処 分 事 由

当該職員は、令和４年６月19日（日）午後６時25分頃、福岡市博多区の商業施設

において、女性の背後からスカート内に、スマートフォンが入った紙袋を差し入

れ、動画機能により盗撮した。これにより、福岡県迷惑行為防止条例違反（卑わい

な行為等の禁止）の容疑で現行犯逮捕され、同月21日（火）に身柄送検された。 

(4) 管理監督者への措置

部下職員に対する指導監督が不十分であったとして、所属校の校長に対し「文書

訓戒」を行った。 
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３ 体罰について 

(1) 職   員  城南区 市立中学校 教諭 （30代） 

(2) 処分の内容  戒告 

(3) 処 分 事 由 

当該職員は、令和４年５月23日（月）午後１時30分頃、髪型に関して、生徒に指

導した際、当該生徒の右頬辺りを平手で１回叩いた。なお、生徒に怪我はない。 

(4) 管理監督者への措置 

部下職員に対する指導監督が不十分であったとして、所属校の校長に対し「文書

訓戒」、教頭に対し「厳重注意」を行った。 

 

 

【問い合わせ先】 

服務指導課長 立山、服務指導係長 原田・赤木 

    電話：７１１－４８１３（内線：３６６４） 

 


